
○厚生労働省告示第三百六十七号 

 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養（平成十八年厚生労働省告

示第四百九十五号）第一条第一号及び第一条の二の規定に基づき、厚生労働大臣の定める

先進医療及び施設基準（平成二十年厚生労働省告示第百二十九号）の一部を次のように改

正する。 

 平成二十八年十月十四日               厚生労働大臣 塩崎 恭久  

 題名を次のように改める。 

厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準 

 第一第三号を第一第五号とし、第一第二号の次に次の二号を加える。 

 三 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第一条の二に規定する

厚生労働大臣が定める患者申出療養は、第四に掲げる患者申出療養（第四に規定する

負傷、疾病又はそれらの症状の患者に対して行われるものに限る。）とする。 

 四 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第一条の二に規定する

厚生労働大臣が定める施設基準は、前号に規定する患者申出療養を実施するに当たっ

て、次のいずれにも該当していることとする。 

  イ 保険医療機関において、当該療養を実施すること。 

  ロ 当該療養を主として実施する医師又は歯科医師は、当該療養を実施する診療科に

おいて、常勤の医師又は歯科医師であること。 

 第三の次に次のように加える。 

第四 患者申出療養を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別

に認められた病院又は診療所において実施する患者申出療養 

  パクリタキセル腹腔内投与及び静脈内投与並びにＳ－１内服併用療法 腹膜播種又は

進行性胃がん（腹水細胞診又は腹腔洗浄細胞診により遊離がん細胞を認めるものに限る。） 

 


